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第１章 圏域の将来像 
 

１ 圏域の将来像 

 

 

 

北しりべし定住自立圏域を構成している市町村は行政面、経済面において深いつながり

を有しており、交通網や交通手段の発達により、市町村の境界を意識することなく、往来

し、互いの地域資源の恩恵を享受するなど、結びつきはますます強くなっています。 

 これまでも、広域的な課題解決に向けた取組として、平成 14 年度から「北しりべし廃

棄物処理広域連合」を組織し、ごみ処理を共同で行っているほか、平成 22 年度に定めた

第１次共生ビジョンに基づき、地域医療体制の確保、広域観光の推進、成年後見センター

や消費者センターの運営、圏域内を横断する生活路線バスの維持などに共同で取り組み、

圏域における住民の生活や経済活動などの維持・確保に努めてきました。 

しかしながら、圏域の人口は減少の一途をたどり、高齢化率も全国平均を大きく上回っ

ていることから、人口の社会減少を抑制する取組が求められます。今後も圏域における定

住に必要な生活機能の確保・充実、自立に必要な経済基盤の強化に向け、取組を継続して

いく必要があります。 

後志地域は「北海道の縮図」と言われており、北海道の代名詞である美しい自然環境と

新鮮な農水産物を有しています。圏域は小樽市の都市機能を備え、札幌市と隣接している

ことから、年間 1,000万人近い観光客が訪れており、近年では東アジアや東南アジアを中

心に外国人観光客も増加しています。 

このことから、圏域の構成市町村が持つ歴史や文化、農水産物や観光資源など、魅力あ

る地域資源を最大限に活用するため、住民・民間事業者・行政が協働・連携し、圏域の広

域観光を推進する必要があります。国内のみならず、海外へも広く情報発信していくほか、

強みである観光と地場産業の連関を高めるため、アグリツーリズムやメディカルツーリズ

ムなどに取り組み、長期滞在型観光を推進するとともに、地域資源を活用した新たな商品

やサービスを開発する必要があります。 

また、これらの担い手である民間事業者に活力を与え、圏域経済の活性化と雇用の確保

を図るため、６次産業化の取組を推進し、農水産物の需要拡大や地場産品の販路拡大を促

し、流通形態の変化に対応した販売チャンネルを確保する必要があります。 

そして、圏域内外の住民や観光客などの交流の推進を図るには、交通・ネットワークの

確保が重要です。圏域内の国道・高速道路・新幹線の整備が促進されることで、札幌市を

はじめ道央圏のみならず、道南、本州、首都圏とのアクセスの利便性が向上し、より一層

交流人口が増加するものと期待されます。 

さらに、持続可能な圏域を形成していくためには、住民が安心して暮らせる環境や、圏

域内の生活路線の維持・確保が前提となりますが、とりわけ雇用確保と起業支援の取組や、

子育て世代が安心して暮らせるための環境整備など、若年層の定住に寄与するような取組

を継続する必要があります。 

このような認識の下、小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村の北後志６

市町村は、新たな共生ビジョンに基づいたさらなる連携の強化を図ることにより、将来に

わたり自立した活力ある圏域の形成に努め、魅力あふれる自然環境と歴史・文化が調和し、

人、もの、情報が交流する圏域を目指します。 

 

魅力あふれる自然環境と歴史・文化が調和し、 

小樽市を玄関口として、人、もの、情報が交流する圏域 
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２ 将来像の実現により形成される圏域のイメージ 
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生活機能の強化に向けた取組 

○ 医療 

○ 産業振興 

○ 広域観光 

○ 教育 

○ 福祉・安心な暮らし 

 （成年後見センター、消費者センター等
の共同利用など） 

 

結びつきやネットワークの強化に
向けた取組 

○ 地域公共交通 

○ 情報格差の解消へ向けたＩＣＴ 
   （情報通信技術）インフラの整備 

○ 道路等の交通インフラの整備 

○ 生産者と消費者との連携による
地産地消 

○ 圏域内外の住民との交流・移住 

圏域マネジメント能力の強化
に向けた取組 

○ 人材育成 

○ 圏域内市町村職員間にお
ける情報交換や意見交換
の場の積極的活用 
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３ 将来像実現に向けた目標 
 
（１）圏域の住民が安心して暮らせる地域づくり 

    人口減少と少子高齢化が進行している中、圏域の住民が住み慣れた地域で、安心し

て健康的に暮らすことのできるよう、生活環境の整備が求められています。 

特に、医療分野においては、引き続き圏域内の医師会の協力のもと、初期救急医療、

小児科及び周産期医療体制の維持・確保に努めます。  

また、市立病院・公的病院を中心とした、医療情報の電子化及び地域医療のネットワ

ーク化を進めるとともに、各地域が関係機関と連携し、医療と介護、介護予防や生活支

援等が一体的に提供できる「地域包括ケアシステム」の構築に向け、圏域内での情報交

換と情報共有に努めます。 

 

 

（２）圏域の歴史や地域資源を活用した広域観光の推進と圏域内連携による産業の活性化 

当圏域を構成する近隣５町村の主要産業は農水産業であり、就業人口も高い割合を

占めていますが、就業者の高齢化や担い手不足などの問題を抱えています。 

一方、中心市である小樽市の主要産業は卸売・小売業やサービス業であり、有効求

人倍率などの雇用環境は好転しているが、生活環境や労働条件の違いにより、若者層

の市外への流出が懸念されています。 

今後、定住人口を維持するためには、強みである観光と地場産業の連関を高め、地

場産業の活性化による魅力ある雇用の場の確保が不可欠です。構成市町村が持つ歴史

や文化、農水産物や観光資源など、地域の魅力ある資源を最大限に活用し、圏域の広

域観光を推進し、広く国内外へ情報発信するとともに、圏域内で連携した加工品やサ

ービスの開発に努めます。 

また、６次産業化の取組を推進し、農水産物の需要拡大や地場産品の販路拡大、流通

形態の変化に対応した販売チャンネルの確保により、圏域経済の活性化と雇用の確保

に努めます。 

 
 

（３）圏域内の交通の整備 

   圏域内の地理的条件が不利な地域において、住民が安心して暮らすため、通院や通

勤・通学のための生活路線の維持･確保と、これを支える交通インフラの整備が必要で

す。 

今後、圏域内の住民はもちろん、観光客などの利便性にも配慮し、生活路線の維持・

確保に取り組むとともに、効率的な道路交通ネットワークについて検討します。   

加えて圏域内外の交流人口を増加させ、物流の定時性を確保するため、国道・道道の

安全確保のための整備はもとより、圏域への高速道路や新幹線の延伸を見据えた二次交

通網の整備促進について、引き続き関係機関と連携を図ります。 
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（４）施設の有効活用による圏域内外の住民の交流と生きがいづくりの促進 

     圏域内外における住民の交流を促進するため、それぞれの歴史、文化、自然、暮ら

し、イベントなどの地域の魅力や、圏域内の各施設を有効に利用した生涯学習及びス

ポーツなどの情報を一体となって発信します。 

圏域の住民に対し、生涯学習等への参加の機会を提供することで、圏域内の交流を促

すとともに、生涯学習やスポーツなどを通じて、生きがいづくりや健康増進を図ります。 

 
 

（５）交流人口の拡大と移住の促進 

圏域への高速道路や新幹線の延伸による高速交通網の整備を見据え、国内外から年

間700万人もの観光客が訪れる小樽市を玄関口として、アグリツーリズムなど、圏域内

の歴史や豊かな自然、食資源などの地域資源を活用した長期滞在型の広域観光の取組

を進めます。交流人口の拡大と滞在時間の延長を図ることで、圏域内における経済波

及効果を高め、雇用確保によるダム効果により、札幌市への人口流出を抑制します。 

また、定住人口の確保に向けた移住の促進を図るため、各市町村が連携し、首都圏

等での移住促進イベントへの参加などを通じて、圏域の地域資源や住環境などに関す

る情報の効果的な発信に努めます。 

 
 

（６）地域を支える人材を育成し、自立した活力ある圏域の形成 

住民が自ら責任と新しい発想を持ち、限られた資源を活用し、魅力ある圏域づくり

を推進していくためには、住民との協働が必要です。 

そのためには、まず各市町村の職員の意識改革を促し、政策形成能力の向上を求め

ていく必要があります。定期的に各分野の担当者が交流することにより、圏域の課題

について共通認識を醸成し、住民ニーズの把握に努めます。 

一方で、地域を支える人材の育成・確保のため、地域の教育機関などとの連携によ

り、圏域の実情を理解し、道内・道外あるいは海外へと、橋渡しすることのできる人

材の育成に努めます。 

 
 
４ 中長期的な将来人口及び年少・生産年齢人口比率の展望 
 

  本ビジョン（終期：平成 32 年３月末）においては、下表の 2020 年（平成 32 年）の数値を目標とします。 

 

 

 
 
 
 
 
 

（単位：人、％）

2015年
（平成27年）

2020年
（平成32年）

2025年
（平成37年）

2030年
（平成42年）

2035年
（平成47年）

2040年
（平成52年）

圏域の展望人口 151,453 145,621 137,764 130,948 126,119 122,128

（参考）社人研推計 151,654 139,734 127,455 115,352 103,701 92,559
年少・生産年齢

人口比率
62.8 60.4 59.8 59.3 58.6 58.6

（参考）社人研推計 63.2 60.0 59.0 58.1 56.9 54.7

※　「圏域の展望人口」は、2015年は国勢調査に基づく人口、それ以外は各市町村の「人口ビジョン」に掲載する

　将来展望人口の合計としている。

※　「年少・生産年齢人口比率」は、「圏域の展望人口」のうち、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口（15～64

　歳）が占める割合を表している。

※　「社人研推計」とは、平成25年３月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した将来推計人口である。
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１ 政策分野別共生ビジョンの体系 
 

（１） 生活機能の強化に係る政策分野 

    ① 医療 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ② 産業振興 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

医療機関の機能分化及びネットワーク化 

１ 初期救急医療体制の維持・確保事業 

地域の実態に見合った初期救急医療体制を確保する 

 

小児科及び周産期医療体制を確保する 

 

 

圏域内の公立病院と公的病院を中心とした各医療機関との
連携及びネットワーク化を促進する 

２ 小児救急及び周産期医療体制支援事業 

３ 地域医療連携推進事業 

４ 安全で安心な農水産物生産支援及び活用促進事業 

５ 地域ブランド販路拡大推進事業 

地元農水産物及び特産品に関する情報を相互に提供し合
い、これらを活用した地域ブランドの開発を進めるととも
に、関係団体等と連携し、国内外に向けて地元農水産物及
び特産品の販売戦略を展開する 

地元農水産物及び特産品を活用した地域ブランド
の開発 

雇用支援及び起業の促進 

若者の雇用支援、起業の促進に向けた支援を推進する 

６ 若者の雇用支援及び起業促進事業 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 
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③ 広域観光 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ④ 教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ⑤ 福祉・安心な暮らし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

９ 文化・スポーツ交流促進事業 

社会教育施設などの公共施設の共同利用を推進する 

生涯学習及び文化・スポーツ活動の活発化 

圏域内の文化財、史跡など、多様な文化遺産を保護し、その
利活用を図る 

10 文化財、史跡等保全・活用事業 

11 小樽・北しりべし成年後見センター支援事業 

12 消費生活相談体制連携事業 

成年後見センター、消費者センター等の共同利用を推進す
るとともに、福祉を始めとした住民生活に関する各種相談
などに対応するため、関係団体などと連携し、圏域内の住
民が安心して暮らせるための地域づくりの推進を図る 

住民が安心して暮らせる地域づくり 

７ 広域観光推進事業   

圏域内での周遊性を高め、滞在時間の延長を図る 

 

都市型観光と自然や歴史、食文化とが融合した広域
周遊観光の推進 

道内外及び東アジア圏を始めとした諸外国に向けた観光Ｐ
Ｒ戦略を展開する 

８ 観光客誘致対策事業 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 
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（２） 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 

    ① 地域公共交通 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ② 情報格差の解消へ向けたＩＣＴ（情報通信技術）インフラの整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ③ 道路等の交通インフラの整備 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ④ 生産者と消費者との連携による地産地消 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 地域医療連携システム推進事業 

高度医療を担う医科系大学病院と二次医療機関及び一次医
療機関とのＩＣＴネットワークの構築・充実を図る 

 

地域医療の高度化及び地域医療機関の連携強化 

16 地域交通基盤整備推進事業 

駅や港、高速道路、国道などの基幹交通と連結する道路網の
形成に向けた取組を推進する 

 

効率的な道路交通ネットワークの形成 

生活路線や交通手段の維持及び確保 

13 生活路線バス運行事業 

圏域内の公共交通の利用の促進を図る 

 

多様な交通手段の組合せにより、地域の生活環境や観光客の
利便性などを確保する 

 

 14 多様な交通手段の維持及び検討事業 

 

17 地元農水産物魅力度アップ事業 

地元農水産物を安心して消費できる体制を整え、新鮮さ、 
おいしさ及び安全性をＰＲする 

 

新鮮で安全な地元農水産物の圏域内消費 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 
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 ⑤ 圏域内外の住民との交流及び移住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 
 
    ① 人材の育成 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ② 圏域内市町村職員間における情報交換や意見交換の場の積極的活用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 圏域職員間の情報交換等強化事業                    

職員間の情報交換や意見交換の場を積極的に設け活用する 

情報交換・意見交換の場の活用 

地域をけん引する人材の育成及び確保 

20 地域人材育成事業                      

圏域全体の事業の円滑化を図るため、人材を育成するととも
に、専門的知識や広い見識を有する人材を確保する 

 

18 移住・交流促進事業 

首都圏を中心に圏域における暮らしの情報を発信するとと
もに、居住や長期滞在などの希望に対応できる体制をつくる 

圏域の魅力の発信による移住及び長期居住の促進 

21 魅力ある圏域づくり推進事業                      

圏域における情報共有・情報提供の充実 

圏域内の各市町村が持つ行政情報等を共有し、住民に積極
的に提供する仕組みをつくる 

19 圏域における情報共有・情報提供推進事業 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 

「基本目標」を設定 

「施策ＫＰＩ」 
を設定 
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２ 政策分野別の事業概要 

 

（１）生活機能の強化に係る政策分野の事業概要 

 
  ① 医療 

    基本目標 

     ・圏域内人口 10万人当たりの病院・一般診療所の施設数［か所］： 
［現状値］ 82.89（平成 27年度）→【目標値】 82.89（平成 31年度） 

    ・圏域内人口 10万人当たりの病院・一般診療所の病床数［床］： 
［現状値］ 2,518.5（平成 27 年度）→【目標値】 2,518.5（平成 31年度） 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 
  参考として、現時点での見込みを記載しています。  

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

医療機関の機能分化及びネットワーク化 

⑴ 地域の実態に見合った初期救急医療体制を確保する。 

中心市の役割 

ア 初期救急医療の需要を把握する。 

イ 夜間急病センター、休日夜間当番制など、初期救急医療体制の在り方を検
討する。 

ウ 圏域に適応した初期救急医療体制を構築する。 

関係町村の役割 
小樽市が行う初期救急医療体制を確保するための施策に対し、必要な協力及び
支援を行う。 

取 組 の 概 要 
小樽市と余市町が担っている圏域内の初期救急医療体制の維持・確保を図り、

圏域内住民による利用状況を把握するとともに、救急医療の啓発を行います。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

初期救急医療体制を構成する医療機関での応需日数［日］： 

［現状値］ ３６５（平成 27 年）→【目標値】 ３６５（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 
事  業  名 １ 初期救急医療体制の維持・確保事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○初期救急医療体制の維持 

小樽市と余市町が担っている圏域の初期救急医療体制（夜間、日曜日や祝日、

土曜日の午後の急病患者への対応）に対して、必要な支援を行います。 

○実態調査及び普及啓発 

圏域内の住民による利用実態を把握するとともに、住民が適切に利用するた

めの救急医療の啓発を行います。 

期待される効果  

・圏域内の初期救急医療体制の維持・確保が図られ、圏域の住民が安心して   

暮らすことができます。 

・救急医療の啓発により、圏域内の住民が地域医療の救急体制についての認 

識が生まれ、適正な利用が期待できます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

207,092 209,792 207,092 207,092 207,092 

充 当 財 源 諸収入（負担金） 
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

  

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

医療機関の機能分化及びネットワーク化 

⑵ 小児科及び周産期医療体制を確保する。 

中心市の役割 
二次医療機関における小児科、周産期医療体制及び小児科救急医療体制を維
持し、継続するため、必要に応じた支援を行う。 

関係町村の役割 
小樽市が行う二次医療機関における小児科、周産期医療体制及び小児科救急
医療体制を確保するための施策に対し、必要な協力及び支援を行う。 

取 組 の 概 要 
圏域内の二次医療機関における周産期医療体制及び小児科救急医療体制を確

保するため、医療機関に対し必要な協力及び支援を行います。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

地域周産期母子医療センター（北海道社会事業協会小樽病院） 

分娩取扱再開に向けた支援： 

［現状値］ 分娩取扱休止中→【目標値】 分娩取扱再開 

小児科救急医療の応需日数［日］： 

［現状値］ ３６５（平成 27 年）→【目標値】 ３６５（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ２ 小児救急及び周産期医療体制支援事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○小児救急医療体制の維持 

小児の救急患者に対する医療を確保するため、小樽市は必要な支援を行うと

ともに、圏域内の利用実態を調査します。 

○周産期医療体制の支援 

圏域構成市町村で圏域内の周産期医療体制を維持するために、必要な支援を

行います。 

期待される効果 

・地域周産期母子医療センターの役割を担う医療機関の機能強化が図られま

す。 

・圏域内で将来を担う子供たちが健康に暮らせる環境の整備が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

14,588 11,225 9,834 9,834 9,834 

充 当 財 源 道補助金、諸収入（負担金） 
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

医療機関の機能分化及びネットワーク化 

⑶ 圏域内の公立病院と公的病院を中心とした各医療機関との連携及びネッ
トワーク化を促進する。 

中心市の役割 

一次医療及び二次医療を担う各医療機関の役割と機能を明確にするととも
に、医療情報の共有化及びネットワーク化を促進するなど、新たな医療連携体
制づくりに取り組む。 

関係町村の役割 

医療機関連携やネットワーク化などを円滑に促進するため、関係町村の区域
内の医療機関に対し支援を行うとともに、小樽市が行う施策に対し必要な協
力を行う。 

取 組 の 概 要 
地域間の医療連携を実現し、圏域内で完結する医療体制を構築するため、地域

の医療体制の維持・確保を行い、ネットワークの構築に取り組みます。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域内の公立病院と連携する医療機関数［か所］： 

［現状値］ ９６（平成 28 年度）→【目標値】 ９６（平成 31 年度） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ３ 地域医療連携推進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○地域医療体制の維持・確保 

圏域内の住民が安心して暮らせるために、地域に公共医療機関がない町村は

民間の病院・診療所の維持・確保に努めます。 

○ネットワーク化の構築 

圏域内において、二次医療までおおむね地域で完結できる医療体制の確立を

目指すために、小樽市立病院、公的病院が地域連携クリニカルパスを推進す

るなど、機能分担の下、ネットワーク化を推進するとともに、小樽市立病院

が地域の医療従事者の資質向上を図るための地域医療連携センターとして

の機能の充実を図りながら、地域医療体制の維持・確保を行います。 

期待される効果 
医療機関の役割・機能の効率的分担により、患者にスピーディーで最適な医療

サービスの提供ができます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

279,804 206,248 205,687 205,134 204,586 

充 当 財 源  
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  ② 産業振興 

    基本目標 

    ・圏域内の販売農家・経営耕地総面積［戸・ha］： 
［現状値］ 960・3,735（平成 27年） 

                   →【目標値】 1,000・3,700（平成 31 年） 
    ・圏域内の水産物漁獲高・出荷額［㌧・千円］： 

［現状値］ 15,274・6,317,439（平成 27年）→ 
                   →【目標値】 15,000・6,300,000（平成 31年） 
    ・圏域内の製造品売上額等［百万円］：  

［現状値］ 192,210（平成 27年）→【目標値】 192,200（平成 31年） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

地元農水産物及び特産品を活用した地域ブランドの開発 

地元農水産物及び特産品に関する情報を相互に提供し合い、これらを活用
した地域ブランドの開発を進めるとともに、関係団体等と連携し、国内外に
向けて地元農水産物及び特産品の販売戦略を展開する。 

中心市の役割 

ア 圏域内の農水産物及び特産品、農業漁業体験等の情報などを収集し、関係
町村とともに圏域内外を始め国内外に広くＰＲする。 

イ 関係団体等と連携し、関係町村とともに地元農水産物及び特産品を活用
した地域ブランドづくりに取り組む。 

ウ 圏域内外で実施されるイベント、物産展等に関する情報を関係町村に提
供し、共にＰＲ活動や販路拡大に取り組む。 

エ 関係団体等と連携し、関係町村とともに海外における市場調査、販路の開
拓及び圏域のＰＲに取り組む。 

関係町村の役割 

ア 関係町村の区域内で産出される農水産物及び特産品に関する情報を小樽
市に提供して、小樽市とともにそのＰＲを行い、地域ブランドづくりを推進
する。 

イ 小樽市とともに地元農水産物及び特産品の国内外における販路拡大に取
り組む。 

取 組 の 概 要 

国が進める農商工連携の取組を推進することにより、新商品の開発の促進が
図られるとともに、圏域内の農水産物の情報を首都圏に情報発信し、首都圏
での活用を図ります。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

展示商談会等における商談件数［件］： 

［現状値］ 412（平成 27年）→【目標値】 460（平成 31 年） 

海外展示会等参加企業数［社］： 

［現状値］ ７（平成 27年）→【目標値】 10（平成 31 年） 

アンテナショップ件数［件］： 

［現状値］ １（平成 27年）→【目標値】 １（平成 31 年） 

小樽物産展主催件数［件］： 

［現状値］ １（平成 27年）→【目標値】 １（平成 31 年） 
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 
  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

  

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ４ 安全で安心な農水産物生産支援及び活用促進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○地域資源の安定生産 
農水産物の安定生産を図るため、国や北海道の制度の活用を通じ必要な支援
を行います。 

○地域ブランドの創出 
産学官連携や農商工連携など異業種交流の推進により、圏域内の農水産物に
付加価値を付ける取組を推進し、地域ブランドの創出を図ります。 

○情報発信 
圏域内の農水産物の魅力を知ってもらうために、札幌圏や首都圏などに対し
情報発信を図っていきます。 

期待される効果  圏域内の農水産物の情報の共有により、販路開拓と新商品開発が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

79,779 83,678 43,315 42,376 46,376 

充 当 財 源 国庫補助金、基金繰入金、過疎債 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ５ 地域ブランド販路拡大推進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○道内外における販路拡大 
地元の素材を生かした加工食品等の開発を促進するとともに、道内外での物
産展の開催及び支援、アンテナショップの展開、展示会への出展などにより、
地場産品のＰＲと販路拡大を図ります。 

○海外に向けた販路拡大 
 海外への販路拡大を目的とする商談会、展示会等への参加や、新たな商品の
輸出などに対して必要な支援を行うことにより、地場産品の海外での販路開
拓・拡大を促進します。 

期待される効果  新たな販路拡大策の展開により、圏域の産業基盤の維持・確保が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

13,294 15,850 14,568 14,568 14,568 

充 当 財 源 国庫補助金 
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具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ６ 若者の雇用支援及び起業促進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○若者の雇用支援 
圏域内の高等学校や企業と連携し、企業説明会やセミナーなどを行い、圏域
内での若者の雇用に結びつけます。 

○起業の促進に向けた支援 
 新たに起業しようとする者に対し、起業に必要な支援を行い、事業の安定化
に向けたサポートを行います。 

期待される効果  

高校生の就職に向けた実践力の習得や就労意欲の向上につながるほか、雇用の

ミスマッチ防止が期待できます。また、新たな起業者が増えることで、圏域内

の産業振興につながることが期待できます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

34,204 42,616 28,042 28,042 28,042 

充 当 財 源 国庫補助金 
 
注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 
  参考として、現時点での見込みを記載しています。 
 

  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

雇用支援及び起業の促進 

若者の雇用支援、起業の促進に向けた支援を推進する。 

中心市の役割 
ア 圏域内の高等学校及び企業と連携し、圏域内での雇用促進を図る。 
イ 市内での起業を促進するため、必要な支援を行う。 

関係町村の役割 

ア 小樽市が実施する雇用促進の取組に対し、関係町村の区域内にある高等
学校及び企業に参加を呼びかけるなどの必要な協力を行う。 

イ 関係町村の区域内の住民に対し、小樽市が実施する起業促進の取組を周
知する。 

取 組 の 概 要 
圏域内における若者の雇用を促進するため、企業説明会などの開催に係る支
援を行うほか、起業を促進するための支援を行います。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域内における高校生の圏域内就職率［％］： 

［現状値］ 46.8（平成 27 年）→【目標値】 50.0（平成 31年） 

圏域内における新規起業者数［人］： 

［現状値］ ６（平成 27年）→【目標値】 15（平成 31 年） 
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  ③ 広域観光 

    基本目標 

    ・圏域内の観光入込客数［千人］： 
［現状値］ 11,941.5（平成 27 年）→【目標値】 16,000.0（平成 31年） 

    ・圏域内の宿泊客数［千人］： 
［現状値］  1,006.0（平成 27 年）→【目標値】 1,200.0（平成 31年） 

 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

都市型観光と自然や歴史、食文化とが融合した広域周遊観光の推進 

⑴ 圏域内での周遊性を高め、滞在時間の延長を図る。 

中心市の役割 

ア 関係団体等と連携し、自然、歴史、文化、食などの地域の資源を生かした

観光商品及び観光ルートの開発に取り組む。 

イ 関係団体等と連携し、圏域内の交通移動手段及び経路を分かりやすく周
知するなど、観光客の周遊しやすい環境づくりを推進する。 

関係町村の役割 

ア 関係町村の区域内における自然、歴史、文化、食、交通移動手段など、観

光に関する情報を小樽市と共有する。 

イ 小樽市と協働して観光商品及び観光ルートの開発に取り組む。 

取 組 の 概 要 

自然、歴史、文化、景観、食、温泉、体験など多くの観光資源を有する本圏域
において、これら観光資源の連携を図ることによって、観光客の満足度を高め
る新しい観光商品を創出します。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

（再掲）圏域内の観光入込客数［千人］： 

［現状値］ 11,941.5（平成 27 年）→【目標値】 16,000.0（平成 31年） 

（再掲）圏域内の宿泊客数［千人］： 

［現状値］  1,006.0（平成 27 年）→【目標値】 1,200.0（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ７ 広域観光推進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○圏域内の観光情報を発信 
圏域は、豊富な自然、歴史、文化、農水産物の資源を有していることから、
新たな観光資源を発掘するとともに、小樽市を起点とした新たな観光ルート
を創出し、札幌圏やクルーズ客船の乗船客等に対し、圏域に隣接する倶知安・
ニセコなど後志管内町村と連携して情報を発信し、圏域内の周遊性を高める
取組を推進します。 

○観光物産センター等での連携 
圏域内にある観光物産センターなどを訪れる観光客に対し、圏域内の情報が
どこでも提供できるように連携を図ります。 

期待される効果 
広域的な観光ＰＲを通じて観光客の周遊性を高めることによって波及効果が

期待できます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

83,789 89,861 88,240 88,240 89,540 

充 当 財 源 国庫補助金、使用料、諸収入（負担金） 
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 
  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

※ 「グローカル（Glocal）」とは、グローバル（Global：地球規模の、世界規模の）とローカル（Local：地方

の、地域的な）を合わせた造語。「世界的な視野で考え、地域に根ざした視点で行動する」という考え方。 

 

  

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

都市型観光と自然や歴史、食文化とが融合した広域周遊観光の推進 

⑵ 道内外及び東アジア圏を始めとした諸外国に向けた観光ＰＲ戦略を展開

する。 

中心市の役割 
関係団体等と連携し、観光客に対する圏域の情報を一元化して、道内、道外  
及び東アジア圏を始めとした諸外国に向けた観光ＰＲを行う。 

関係町村の役割 小樽市と協働して観光ＰＲを行う。 

取 組 の 概 要 

東アジア圏はもとより、東南アジア圏など、海外からのより一層の観光客の誘

致を推進するために、観光プロモーションを行い、観光客のニーズにマッチし

た観光情報の発信や観光ＰＲを行います。また、外国人が一人でも観光できる

ような受入れ環境の整備を行います。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域内の外国人宿泊客数［人］： 

［現状値］ 180,741（平成 27 年）→【目標値】 332,000（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ８ 観光客誘致対策事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○観光キャンペーンの実施 

小樽市が行う国内外でのキャンペーンに共に参加することより、小樽市の知

名度を活用しながら観光客の誘致を図ります。 

○外国人観光客の誘致 

東アジア圏はもとより、今後増加が見込まれる東南アジア圏など、海外から

の観光客の誘致を進めるため、プロモーション活動や広告掲載などにより、

情報発信を図ります。また、満足度を高めるため、観光案内所での外国語対

応やパンフレットの多言語化など、言葉の壁を意識することなく過ごせる環

境づくりに取り組みます。 

さらに、食と結びつけた観光情報をよりグローカル※な視点で発信する取組

について、産・学・官での連携した取組も視野に入れ、推進します。 

期待される効果  
知名度や海外留学生など小樽の強みを生かした施策により、効果的な圏域のＰ

Ｒと海外への観光情報の発信と受入れ体制の充実が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

47,381 47,045 47,345 47,345 47,345 

充 当 財 源 国庫補助金 
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④ 教育 

    基本目標 

     ・圏域内の文化・体育施設、文化財等への来場者数［人］： 
［現状値］ 55,099（平成 27年）→【目標値】 55,700（平成 31年） 

 
 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

 

 

 

 

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

生涯学習及び文化・スポーツ活動の活発化 

⑴ 社会教育施設などの公共施設の共同利用を推進する。 

中心市の役割 

ア 市民センター、文学館、美術館、総合体育館等の公共施設の利用案内及び

イベント、市民大学講座、各種講演会などの総合的な情報を関係町村に提供

する。 

イ 市民に対し、圏域全体の公共施設の利用案内及びイベント等の情報を周
知する。 

関係町村の役割 

ア 関係町村が有する公共施設の利用案内及びイベント等の情報を小樽市に

提供する。 

イ 関係町村の区域内の住民に対し、圏域全体の公共施設の利用案内及びイベ
ント等の情報を周知する。 

取 組 の 概 要 

文化活動及びスポーツ活動等の場の拡充を図るため、社会教育施設や体育施

設で行われるイベントなどの情報を共有し、住民が講演会などに参加できる

機会を提供します。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域内の文化・体育施設の利用者数［人］： 

［現状値］ 2,646（平成 27 年）→【目標値】 2,700（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ９ 文化・スポーツ交流促進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内の住民にとっての文化活動及びスポーツ活動等の場の拡充を図るため、

各市町村で開催される講座や、イベント情報について、ホームページなどを活

用して情報を発信するとともに、施設の相互利用を進めるなど、利便性の向上

を図ります。 

期待される効果  
圏域内の住民すべてに文化活動及びスポーツ活動など、参加の機会を提供する

ことで、人づくりとまちの活性化が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

3,237 3,302 3,302 3,302 3,302 

充 当 財 源 財産収入、諸収入（受講料） 
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 
 
 
  

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

生涯学習及び文化・スポーツ活動の活発化 

⑵ 圏域内の文化財、史跡など、多様な文化遺産を保護し、その利活用を図

る。 

中心市の役割 

圏域内における文化財、史跡など、多様な文化遺産の情報を市民に周知すると
ともに、共同で文化遺産の調査研究、展示等を行うことにより、その利活用を
図る。 

関係町村の役割 
関係町村の区域内の住民に対し、圏域内の文化財、史跡など、多様な文化遺産
の情報を周知するとともに、小樽市とともにその利活用を図る。 

取 組 の 概 要 
圏域内にある文化財、史跡、歴史的建造物などの保存を行うとともに、共同で

多様な文化遺産の利活用を図ります。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域内の文化財・史跡等の来場者数［人］： 

［現状値］ 52,453（平成 27 年）→【目標値】 53,000（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １０ 文化財、史跡等保全・活用事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○文化財、史跡などの保全・活用 

各市町村にある文化財や史跡、歴史的建造物などについて、有識者、関係団

体と連携し、維持・保護を図るとともに、地域資源としての利活用を推進し

ます。 

期待される効果  
圏域内にある文化財、史跡や歴史的建造物などの保存及び利活用を図ることに
より、まちの活性化と新たな観光資源を創出することができます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

26,640 38,064 35,718 35,718 35,718 

充 当 財 源 国庫補助金、基金繰入金 
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⑤ 福祉・安心な暮らし 

    基本目標 

     ・成年後見センター・消費者センターの共同利用の維持継続 
 
 

 

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

住民が安心して暮らせる地域づくり 

成年後見センター、消費者センター等の共同利用を推進するとともに、  

福祉を始めとした住民生活に関する各種相談などに対応するため、関係団体

などと連携し、圏域内の住民が安心して暮らせるための地域づくりの推進を

図る。 

中心市の役割 

ア 成年後見センターの運営を支援し、共同利用を促進する。 
イ 消費生活に関する情報を関係町村に提供するとともに、消費者センター
の共同利用を推進する。 

ウ 圏域内の住民の各種相談に対応する環境整備について、必要に応じて検
討する。 

関係町村の役割 

ア 関係町村の区域内の住民に対し、小樽市社会福祉協議会が運営している
成年後見センターの概要などを周知するとともに、その利用に関し、必要に
応じた支援を行う。 

イ 関係町村の区域内の住民に対し、小樽市からの消費生活に関する情報を
提供するほか、小樽市が設置している消費者センターの概要などを周知す
るとともに、その利用に関し、必要に応じた支援を行う。 

ウ 小樽市が行う各種相談業務を関係町村の地域の住民が利用できるよう、
その環境整備について、必要に応じて小樽市と検討する。 

取 組 の 概 要 

圏域内の住民の権利擁護の相談や利用支援を行うため、成年後見センターを

運営する小樽市社会福祉協議会を支援するとともに、小樽・北しりべし消費者

センターの共同利用の推進に努めます。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

「小樽・北しりべし成年後見センター」における 

相談件数（圏域６市町村分）［件］： 

［現状値］ 432（平成 27年）→【目標値】 430（平成 31 年） 

「小樽・北しりべし消費者センター」における 

相談件数（圏域６市町村分）［件］： 

［現状値］ 866（平成 27年）→【目標値】 870（平成 31 年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １１ 小樽・北しりべし成年後見センター支援事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

圏域構成市町村は、小樽市社会福祉協議会が運営する小樽・北しりべし成年後
見センターにおいて、権利擁護の相談などの機能充実と、市民後見人の育成を
図るための必要な支援を行います。 

期待される効果  

認知症や、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分で、なおか
つ資産がない方や少ない方の権利を守り、地域で安心して生活できる環境を整
備することができます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

21,628 28,477 28,477 28,477 28,477 

充 当 財 源 国庫補助金、道補助金、基金繰入金 
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   注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 
 

  

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １２ 消費生活相談体制連携事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

消費生活関連の多様化・複雑化したトラブルを回避するために、圏域内の住民

が小樽・北しりべし消費者センターで消費生活に関する相談を受けられる体制

を図ります。 

期待される効果  よりきめ細かく消費者相談ニーズに対応することができます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

8,329 8,941 8,941 8,941 8,941 

充 当 財 源 道補助金、諸収入（負担金） 
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（２） 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野の事業概要 

 
  ① 地域公共交通 

    基本目標 

     ・広域的なバス路線の路線数（積丹線・余市線・銀山線・赤井川線）［路線］： 
［現状値］ ４（平成 27年）→【目標値】 ４（平成 31年） 

    ・広域的なバス路線（積丹線・余市線・銀山線・赤井川線）の年間運行回数［回］： 
［現状値］ 7,773（平成 27年）→【目標値】 7,700（平成 31年） 

 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

生活路線や交通手段の維持及び確保 

⑴ 圏域内の公共交通の利用の促進を図る。 

中心市の役割 

ア 駅やフェリーターミナル、病院、観光地、商店街などとのアクセス向上の
ため、路線バスの分かりやすく、利用しやすい経路やダイヤ案内、雪や寒さ
を防ぐバスシェルターの整備などの取組を支援する。 

イ 関係団体等と協力し、公共交通の利用促進の啓発活動を行う。 

関係町村の役割 

ア 住民の移動動態を把握し、バス路線の効率的な運行経路、運行時間等につ

いて、小樽市に情報を提供する。 

イ 小樽市と連携し、公共交通の利用促進の啓発活動を行う。 

取 組 の 概 要 

生活の移動手段として自動車が大きな役割を担っているものの、その一方で、

高齢者や学生など、自動車を運転しない市民にとって、バスなどの公共交通は

日常生活に欠かせない交通手段となっていることから、関係事業者と調整を

図り、通勤・通学、通院などに必要な生活交通の維持・確保を行うとともに、

公共交通の利用向上について調査・研究を行います。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

積丹線・銀山線・赤井川線の年間輸送人員（各路線合計）［人］： 

［現状値］ 329,950（平成 27 年）→【目標値】 330,000（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １３ 生活路線バス運行事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○生活路線バスの確保 

関係町村の住民が町村内の病院・診療所や中心市である小樽市の都市機能を

利用するため、日常生活に必要な路線バスの維持・確保を図ります。 

○圏域における地域に見合った地域公共交通の在り方の検討 

高齢化が進展する中、生活機能の維持を図るために、運行時間や乗降箇所な

どの実態把握を通じ、圏域内の公共交通の在り方等について検討します。 

期待される効果  

公共交通ネットワークを維持することにより、中心市である本市の病院や、商
業施設といった都市機能を広域的に利用することができ、生活に必要な交通手
段を維持することができます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

33,328 34,003 36,083 36,083 36,083 

充 当 財 源  
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

生活路線や交通手段の維持及び確保 

⑵ 多様な交通手段の組合せにより、地域の生活環境や観光客の利便性など
を確保する。 

中心市の役割 

公共交通機関の経路又はダイヤで賄いきれない地域や時間帯での交通アクセ
スについて、デマンドタクシーやレンタカーなどを組み合わせた多様な交通
移動手段の利用も考慮した総合的な交通体系を構築する。 

関係町村の役割 小樽市と連携し、総合的な交通体系の構築に取り組む。 

取 組 の 概 要 

地域住民の通院などの交通手段の確保のため、公共交通機関の経路又はダイ

ヤで賄いきれない交通アクセスの維持確保のため、関係する事業への補助を

行うとともに、関係町村にある交通手段の実態を把握します。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

各市町村におけるコミュニティバスの年間輸送人員 

（積丹町・古平町分の合計）［人］： 

［現状値］ 25,353（平成 27 年）→【目標値】 25,300（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １４ 多様な交通手段の維持及び検討事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○通院バス等の維持 

現在、公共交通機関の経路又はダイヤで賄いきれない地域での診療所などへ

の交通手段の確保を行います。 

○多様な交通手段の確保の検討 

圏域住民及び観光客などの利便性向上のため、多様な交通手段の確保につい

て検討を行います。 

期待される効果 地域の生活交通の維持が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

10,691 11,195 13,300 13,300 13,300 

充 当 財 源  
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  ② 情報格差の解消へ向けたＩＣＴ（情報通信技術）インフラの整備 

    基本目標 

     ・小樽後志地域医療連携システム（ID-Link）に登録している 
圏域内の医療機関数［か所］： 

［現状値］ １０（平成 27年）→【目標値】 １０（平成 31年） 
     
 
 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

地域医療の高度化及び地域医療機関の連携強化 

高度医療を担う医科系大学病院と二次医療機関及び一次医療機関との  
ＩＣＴネットワークの構築・充実を図る。 

中心市の役割 

ア 医療機関のオーダリングシステム、電子カルテなどの電子化に伴い、画像
等の患者情報を必要とする医療機関に転送できるＩＣＴネットワークの構
築・充実を図る。 

イ 遠隔地画像診断システムの導入について、調査研究を行う。 

関係町村の役割 
ＩＣＴネットワークの構築・充実に当たり、関係町村の区域内の関係医療機関
と調整する。 

取 組 の 概 要 

圏域内の各医療機関におけるＩＣＴインフラの実態把握を行い、ＩＣＴネッ

トワークの構築・充実を図ることにより、患者の診療情報の共有化を図りま

す。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

（再掲）小樽後志地域医療連携システム（ID-Link）に登録している 

圏域内の医療機関数［か所］： 

［現状値］ １０（平成 27 年）→【目標値】 １０（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 
事  業  名 １５ 地域医療連携システム推進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○医療機関相互のネットワークシステムの構築 
地域医療における病院・診療所の連携を図るため、インターネットを介して
患者診療情報を共有する地域医療連携システムを導入し、地域医療体制の維
持・確保を図ります。 

期待される効果 
中心市の病院と関係町村にある病院・診療所の連携により、地域医療体制の維

持・確保が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

― 未定 未定 未定 未定 

充 当 財 源  
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③ 道路等の交通インフラの整備  

    基本目標 

     圏域内の高速道路や国道、道道の整備促進： 
・北海道横断自動車道（余市～小樽間）の完成（平成 30 年度予定） 
・国道５号（忍路防災・塩谷防災・栄町中央帯整備（フゴッペトンネル））の整備促進 
・その他、圏域内の国道の安全対策・道道の新設等に係る整備促進、など 

  

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

 

 

 

 

  

協

定

書

の

内

容 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

効率的な道路交通ネットワークの形成 
 駅や港、高速道路、国道などの基幹交通と連結する道路網の形成に向けた取
組を推進する。  

中心市の役割 

北海道横断自動車道や国道、道道など、市町村間を結ぶ幹線道路の整備を促進
するとともに、北海道新幹線やフェリー航路ともスムーズな往来ができるよ
うな交通ネットワークの形成に向けた検討を行う。 

関係町村の役割 小樽市と連携し、道路ネットワークの形成に向けて取り組む。 

取 組 の 概 要 

圏域内の国道・道道の整備促進、北海道横断自動車道（共和～小樽間）の早期

完成や北海道新幹線の札幌までの早期開業が図られるよう、関係機関との連

携を図ります。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

札樽自動車道の通行量［台／日］： 

［現状値］ 51,780（平成 27 年）→【目標値】 55,000（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １６ 地域交通基盤整備推進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内の道路ネットワークの利便性の向上を図るため、圏域構成市町村が共同

で、市町村間を結ぶ国道・道道の整備等について、関係機関と調整を図ってい

くとともに、高速道路や北海道新幹線と連結する交通ネットワークについて検

討します。 

期待される効果 
国などの関係機関と連携を図り、市町村間を結ぶ幹線道路の整備を行うことに

より、圏域内の基幹交通のネットワーク化が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

14,550 19,637 1,914 1,914 1,914 

充 当 財 源 国庫補助金 
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  ④ 生産者と消費者との連携による地産地消 

    基本目標 

     ・地元農水産物の魅力発信等を目的としたイベントの来場者数（圏域内合計）［人］： 
［現状値］ 38,000（平成 27年）→【目標値】 50,000（平成 31年） 

 
 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

新鮮で安全な地元農水産物の圏域内消費 

地元農水産物を安心して消費できる体制を整え、新鮮さ、おいしさ及び安全
性をＰＲする。 

中心市の役割 

ア 圏域内の農業者及び漁業者とホテル等の飲食店の調理人とが連携して実
施する取組（味覚フェスティバル等の開催）を支援し、圏域内の食材や調理
方法のＰＲを行う。 

イ 区域内の商業施設で行われる産地直売イベントに参加し、圏域内の新鮮
で安全な地元農水産物のＰＲを行い、販売促進に協力する。 

関係町村の役割 

ア 生産者とホテル等の飲食店の調理人とが連携して実施する取組を小樽市
と協力して支援する。 

イ 産地直売イベントに参加するとともに、地元の公共施設や集客施設など
を活用して、圏域内の新鮮で安全な地元農水産物のＰＲを行い、販売促進に
協力する。 

事 業 の 概 要 

圏域内で生産される新鮮で安心・安全な農水産物や加工品を広く住民に周知
を図るとともに、イベントの開催や商業施設で開催される産地直売に参加し、
消費拡大を図ります。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

（再掲）地元農水産物の魅力発信等を目的としたイベントの 

来場者数（圏域内合計）［人］： 

［現状値］ 38,000（平成 27 年）→【目標値】 50,000（平成 31年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １７ 地元農水産物魅力度アップ事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○圏域内の農水産物に関する情報の収集と発信 
各市町村が地元で生産される農水産物の魅力を知ってもらうために開催し
ているイベントや圏域内で生産される農水産物、直売所、体験農園などの情
報を収集し、圏域内外に発信します。 

○イベントへの参加 
圏域内の商業施設等で開催されるイベントに参加し、圏域内で生産される農
水産物の魅力を知ってもらい、消費拡大を図ります。 

○食育の推進 
健全な食生活の実現、食文化の継承の観点から、地域の食材に関する様々な
知識の向上と地域の食材の活用を推進するための取組を行います。 

期待される効果 

圏域内の地産地消の取組や農商工連携の取組を推進することにより、圏域内で

生産される食材の魅力を知ってもらうことで、消費拡大による地域経済の活性

化につながります。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

9,445 9,616 9,616 9,616 9,616 

充 当 財 源 国庫補助金 
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  ⑤ 圏域内外の住民との交流及び移住 

    基本目標 

     ・圏域内人口の社会増減数（転入－転出）［人］： 
［現状値］ △９３３ （平成 27年）→【目標値】 △８８０（平成 31年） 

    ・（再掲）圏域内の観光入込客数［千人］： 
［現状値］ 11,941.5（平成 27 年）→【目標値】 16,000.0（平成 31年） 

 
 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

圏域の魅力の発信による移住及び長期居住の促進 

 首都圏を中心に圏域における暮らしの情報を発信するとともに、居住や長

期滞在などの希望に対応できる体制をつくる。 

中心市の役割 

ア 東京や大阪などの大都市に加え、札幌周辺の都市において、圏域の自然や
気候、産業、住宅、物価、イベントなど、暮らしに関する情報を発信する。 

イ 圏域への居住や季節居住、二地域居住などの希望に対応できるよう宿泊
施設や不動産業者と連携して取り組む。 

関係町村の役割 
関係町村の区域内における暮らしに関する情報やイベント情報などを小樽市
とともに発信し、居住体験や長期滞在を推進する。 

取 組 の 概 要 

ホームページや首都圏で開催されるイベントの参加により、首都圏を中心に
暮らしの情報や観光、食の魅力を情報発信するとともに、移住体験への参加を
促し、圏域の魅力の周知を図ります。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域各市町村の移住担当窓口で把握した移住者数［人］： 

［現状値］ 16（平成 27年）→【目標値】 62（平成 31 年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 １８ 移住・交流促進事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 

○圏域内外の住民との交流促進 
多くの人たちが集まる温泉施設やキャンプ場などの自然体験施設の運営を
通じ、圏域内外の住民との交流を図ります。 

○移住促進 
地域の魅力や暮らしの情報、移住体験、就農者を受け入れるための支援等の
取組をホームページで情報発信するとともに、首都圏等で開催されるイベン
トで紹介します。 

期待される効果 
広域的な視点での暮らしの情報を提供することができ、移住・交流促進につな

がります。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

45,889 48,971 44,487 44,487 44,487 

充 当 財 源 国庫補助金 



第４章 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 

 

 - 39 - 

 

 

 

注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

 

 

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

圏域における情報共有・情報提供の充実 

 圏域内の各市町村が持つ行政情報等を共有し、住民に積極的に提供する仕

組みをつくる。 

中心市の役割 

圏域内の各市町村が作成する広報誌や各種パンフレット等を集約し、圏域全
体の行政情報等を定期的に更新しながら、一体的に各市町村の住民に提供す
る仕組みを構築する。 

関係町村の役割 
各種行政情報等を小樽市に提供するとともに、小樽市から提供された圏域全
体の当該情報等を住民に提供する。 

取 組 の 概 要 

北しりべし定住自立圏の取組の圏域内住民への周知・浸透や交流の促進を目
的として、共生ビジョンに基づき実施している事業のほか、各市町村の行政情
報等を一体的に各市町村において住民に提供します。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

圏域各市町村における圏域情報提供箇所数（か所）： 

［現状値］ １（平成 27年）→【目標値】 ６（平成 31 年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 
１９ 圏域における情報共有・情報提供推進事

業 
実施主体 全市町村 

事 業 内 容 
圏域市町村の行政情報等を一体的に各市町村において住民に提供し、北しりべ
し定住自立圏の取組の圏域内住民への周知・浸透や交流の促進を図ります。 

期待される効果 
各市町村の行政情報等を圏域内の住民が共有でき、交流の促進につながりま

す。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

0 0 0 0 0 

充 当 財 源  
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（３） 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野の事業概要 

 
 ① 人材の育成 

    基本目標 

     ・中心市が実施する各種講座やセミナー等の地域人材育成事業への参加者数［人］： 
［現状値］ 38（平成 27年）→【目標値】 38（平成 31年） 

 

 

 
 

  

協

定

書

の

内

容

 

協 定 項 目 ・ 

取 組 事 項 

地域をけん引する人材の育成及び確保 

圏域全体の事業の円滑化を図るため、人材を育成するとともに、専門的知識

や広い見識を有する人材を確保する。 

中心市の役割 

ア 国立大学法人小樽商科大学との包括的な連携協定に基づき開催される研
修、交流などに際し、関係町村の職員等に参加の機会を提供する。 

イ 区域内の高等教育機関が実施する公開講座、政策研究、企業経営相談など
の事業について、関係町村に情報を提供する。 

ウ 専門的知識や広い見識を有する人材を確保するため、民間企業等の経験者

の職員採用や北海道等の自治体職員との相互人事交流を進める。 

関係町村の役割 
小樽市から情報提供があった公開講座等について、必要に応じ、関係町村の職

員や関係者を派遣する。 

取 組 の 概 要 

小樽市や各団体が主催する講演会のほか、小樽市内の高等教育機関が実施する

公開講座などへ圏域内の住民にも参加できる機会を提供し、広く見識を有した

人材を育成します。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

（再掲）中心市が実施する各種講座やセミナー等の   

地域人材育成事業への参加者数［人］： 

［現状値］ 38（平成 27年）→【目標値】 38（平成 31 年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ２０ 地域人材育成事業 実施主体 小樽市 

事 業 内 容 

○各種セミナーの開催 
小樽市が開催する商工業振興施策説明会や、各種団体等が行うオープンセミ
ナーのほか、市内の高等教育機関が実施する公開講座などに圏域内の企業や
住民が参加できる機会を提供し、人材育成を図ります。 

期待される効果 将来の圏域を担う人材を育成することができます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

0 0 0 0 0 

充 当 財 源  
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注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。  

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ２１ 魅力ある圏域づくり推進事業 実施主体 小樽市 

事 業 内 容 

○北しりべし住民会議（仮称）の設置 
魅力ある圏域づくりを行うために、各地域の各分野で活躍している人材の連
携を推進し、地域課題の発見と解決を図るための場の創出を図ります。 

期待される効果  
持続可能な圏域を形成するための事業が円滑に進めることができ、地域課題の

解決が図られます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

― 未定 未定 未定 未定 

充 当 財 源 
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② 圏域内市町村職員間における情報交換や意見交換の場の積極的活用 

    基本目標 

     ・圏域内の行政課題解決に向けた意見交換・協議等に係る会議の設置数［件］： 
［現状値］ ０（平成 27年）→【目標値】 12（平成 31年） 

 
 

 
 

 
注）事業費については、毎年度の予算により定めますので未定です。 

  参考として、現時点での見込みを記載しています。 

協

定

書

の

内

容 

協 定項 目 ・ 

取 組 事 項 

情報交換・意見交換の場の活用 

 職員間の情報交換や意見交換の場を積極的に設け活用する。 

中心市の役割 
小樽市の各部局から積極的に関係町村に対し情報提供を図るとともに、意見交

換の場を積極的に設け、意思疎通を図る。 

関係町村の役割  

小樽市の各部局からの情報提供や意見交換の場への参加を通じ、意思疎通を図

るとともに、関係町村からも必要に応じ情報提供や意見交換の場を設けること

に努める。 

取 組 の 概 要 
圏域内における各自治体間の職員の連携強化を図るため、情報交換や意見交換

の場を積極的に設け、その活用を図ります。 

取 組 に 係 る 

成 果 指標 (KPI) 

（再掲）圏域内の行政課題解決に向けた意見交換・協議等に係る 

会議の設置数［件］： 

［現状値］ ０（平成 27年）→【目標値】 12（平成 31 年） 

具

体

的

な

事

業 

事  業  名 ２２ 圏域職員間の情報交換等強化事業 実施主体 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内の自治体職員間の情報交換や意見交換の場の積極的活用により、意思疎
通の強化を図ります。 

期待される効果  
地域の課題が複雑化・多様化している中で、共通認識が図られ、円滑な広域行

政の推進が期待できます。 

年  度  別 

事 業 費(千円) 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

0 141 141 141 141 

充 当 財 源 国庫補助金 
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